
 

 
 

 

 

前回の意見交換会では各事業所での現状やこれからどうしたら「ヘルパー」を増やしていけるのか

などご意見・ご提案をいただきました。活発な前向きなご意見をいただきありがとうございました。    

今回は 2024 年度制度改正に向け、現段階でできる適正で安定した運営をしていくためにも「特定事

業所加算」は見逃せません。皆様の事業所ではどうしているのか？ 他の事業所ではどうしているの

かなど情報交換ができればと思います。 

他にも令和 5 年 4 月 1 日よりの改正道路交通法により、自転車走行の際はヘルメット着用が努力

義務により推奨されました。どのような対応を検討されているのかなど・・・ 

町田市訪問介護事業者協議会のメンバーと、一緒に考えてみましょう。 

 
① 町田市訪問介護事業者協議会会員でアドレスが登録されている方には、「ＺＯＯＭ」をつなぐための URL を

前日までにお送りいたします。開始時間になりましたら端末（パソコン・スマホ等）から入っていただき、
Ｚｏｏｍ画面上に事業所名・参加者名がわかるように明記してください。 
 

② URLが届いていない場合は「info@machida-kjkc.jp」まで連絡をお願いします。送っていただいたメール
アドレスに「招待」メールをお送りいたします。 

 

③ Zoom の使い方に不安がある方は事務局までお知らせください。事前につないでみましょう。 

 

お問い合わせ先 042-860-6071 町田市介護人材開発センター 担当・石原 

２月１４日（火） 

18：00～19：00予定 

町田市介護人材開発センター・町田市訪問介護事業者協議会 共催 

サ責のための 
オンライン情報交換会 

テーマは 

「特定事業所加算」の要件について  

～「個別研修計画」「会議の定期的な開催」について様のところでは？～ 
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